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消
防
組
織
（
主
に
消
防
団
）
の

　
　
　

防
犯
活
動
へ
の
活
用
可
能
性
に
つ
い
て
の
調
査
研
究

永　

田　

尚　

三

（
武
蔵
野
大
学
政
治
経
済
学
部
准
教
授
）

　
　

一　

は
じ
め
に

　

現
在
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
へ
の
要
望
が
、
国
民
間
で
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
北
朝
鮮
の
核
の
問
題

や
、
治
安
の
悪
化
、
激
甚
災
害
や
大
規
模
事
故
の
発
生
等
に
よ
る
国
民
不
安
の
高
ま
り
が
あ
る
。

　

中
で
も
、
治
安
の
悪
化
へ
の
対
応
は
早
急
に
求
め
ら
れ
る
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
今
ま
さ
に
治
安
対
策
は
、
警
察
だ
け
で
な
く

社
会
全
体
で
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
各
種
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
等
の
導
入
が
、
地
方
自

治
体
で
も
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
た
だ
、
隊
員
の
確
保
、
組
織
的
訓
練
等
、
そ
の
活
動
に
は
課
題
が
多
々
残
さ
れ
て
お
り
、
更

な
る
体
制
、
機
能
の
強
化
が
求
め
ら
れ
る
。
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一
方
、
組
織
化
さ
れ
一
定
の
訓
練
を
受
け
た
、
わ
が
国
唯
一
の
住
民
防
災
組
織
で
あ
る
消
防
団
（
（
（

の
防
犯
活
動
に
対
し
て
、
総
務

省
消
防
庁
は
公
務
災
害
補
償
の
適
用
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
消
極
的
で
あ
る
。

　

青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
制
度
導
入
時
に
お
い
て
も
、
警
察
庁
に
は
消
防
団
の
防
犯
活
動
へ
の
協
力
を
期
待
す
る
動
き
が
あ
っ
た
が
、

総
務
省
消
防
庁
の
見
解
は
、
消
防
団
が
警
察
か
ら
の
協
力
要
請
を
受
け
て
地
域
安
全
活
動
を
実
施
す
る
際
に
は
、
警
察
と
の
間
に

協
定
を
結
ば
な
く
て
も
同
活
動
を
実
施
す
る
事
は
可
能
で
あ
る
が
、
仮
に
協
定
を
結
ぶ
場
合
に
は
、
火
災
予
防
等
の
消
防
機
関
の

活
動
の
一
環
と
し
て
行
う
活
動
及
び
、
そ
の
本
来
の
業
務
に
付
随
し
て
行
う
活
動
に
限
ら
れ
、
そ
の
活
動
の
範
囲
を
超
え
る
活
動

に
つ
い
て
規
定
す
る
事
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
消
防
団
の
業
務
の
範
囲
を
超
え
る
活
動
に
つ
い
て
協
力
を
行
う
場
合

に
は
、
あ
く
ま
で
も
個
々
の
団
員
の
自
主
的
判
断
に
よ
る
こ
と
と
し
て
、
消
防
団
任
務
と
し
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て

個
人
の
自
主
的
判
断
に
よ
り
協
力
す
る
場
合
に
は
、
団
員
に
よ
る
公
権
力
の
行
使
は
認
め
ら
れ
ず
、
公
務
災
害
補
償
も
適
用
さ
れ

ず
、
制
服
の
着
用
も
認
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
防
犯
活
動
へ
の
消
防
団
の
協
力
は
、
現
在
大
幅
に
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
方
で
逃
亡
犯
等
の
山

狩
り
に
お
い
て
は
、
消
防
の
警
察
へ
の
協
力
が
長
年
続
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。「
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給

付
に
関
す
る
法
律
」
に
お
い
て
は
、
山
狩
り
に
協
力
し
た
者
が
、
負
傷
を
負
っ
た
よ
う
な
場
合
の
、
災
害
給
付
に
つ
い
て
定
め
ら

れ
て
い
る
。
防
犯
活
動
は
駄
目
で
、
ど
う
し
て
山
狩
り
で
の
協
力
は
い
い
の
か
、
と
い
う
点
が
不
明
確
で
あ
る
。

　

中
に
は
必
要
に
迫
ら
れ
、
消
防
団
の
防
犯
活
動
を
、
市
町
村
側
の
判
断
で
運
用
的
、
部
分
的
に
実
施
し
て
い
る
地
域
も
見
ら
れ

る
。

　

現
在
、
消
防
庁
は
消
防
団
員
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
機
能
別
分
団
、
機
能
別
団
員
制
度
を
導
入
し
、
消
防
団
活
動
の
多
様
化
を

進
め
て
い
る
。
消
防
団
活
動
の
多
様
化
は
ど
こ
ま
で
進
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
、
ま
た
そ
の
中
に
防
犯
活
動
は
加
え
る
こ
と
は
可
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能
な
の
か
。
本
研
究
で
は
、
全
国
の
消
防
団
に
お
け
る
防
犯
活
動
実
施
の
有
無
の
現
状
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
分
析

を
基
に
、
そ
の
実
態
、
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

本
報
告
の
構
成
と
し
て
は
、
次
節
で
全
国
市
町
村
の
防
災
担
当
部
署
に
対
し
て
実
施
し
た
実
態
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
分
析
を

行
い
、
第
三 
節
で
消
防
団
の
防
犯
活
動
へ
の
活
用
の
先
進
的
事
例
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
、
そ
し
て
第
四
節
で
消
防
団
に

消
防
活
動
以
外
の
活
動
を
兼
務
さ
せ
て
い
る
水
防
団
に
つ
い
て
分
析
を
行
い
、
最
後
に
第
五
節
で
ま
と
め
た
い
。

　
　

二　

全
国
市
町
村
の
防
災
担
当
部
署
に
お
け
る
意
識
調
査

　
「
消
防
組
織
の
防
犯
活
動
へ
の
活
用
可
能
性
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
」
を
行
う
に
あ
た
り
、
全
国
市
町
村
の
防
災
担
当
部
署
に

対
し
実
態
調
査
を
実
施
し
た
。
前
節
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
消
防
団
の
防
犯
活
動
に
対
し
て
、
総
務
省
消
防
庁
は
公
務
災
害
補
償

が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
等
か
ら
消
極
的
で
あ
る
。

　

し
か
し
住
民
の
安
全
に
対
す
る
強
い
要
望
が
あ
る
中
で
、
全
国
市
町
村
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
、
本
節

で
は
回
答
の
集
計
及
び
分
析
を
行
い
、
消
防
組
織
の
防
犯
活
動
へ
の
活
用
の
全
国
的
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
（
１
）
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
概
要

　

平
成
二
二
年
七
月
に
、
全
国
市
町
村
の
防
災
担
当
部
局
に
対
し
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（「
消
防
団
の
治
安
活
動
の
運
用
実
態

等
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」）
を
実
施
し
た
（
回
答
期
限
は
同
年
八
月
前
半
）。
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
や
そ
の
他
防
犯
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
メ
ン
バ
ー
と
消
防
団
員
の
重
複
状
況
等
を
調
査
し
た
。
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調
査
対
象
は
、
全
国
一
七
五
四
市
町
村
の
防
災
担
当
部
署
で
、
調
査
用
紙
を
返
信
用
封
筒
と
共
に
郵
送
し
、
回
答
を
返
信
し
て

も
ら
う
形
式
で
調
査
を
行
っ
た
。
回
答
市
町
村
は
九
二
五
市
町
村
で
、
回
収
率
は
五
二
・
七
％
で
あ
る
。

　
（
２
）
調
査
内
容

　

質
問
項
目
は
、
以
下
の
一
五
問
で
あ
る
。

【
Ｑ
１
】
そ
ち
ら
の
市
町
村
の
基
礎
的
情
報
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

（
名
称
） （
も
し
支
障
が
あ
れ
ば
ご
回
答
い
た
だ
か
な
く
て
も
結
構
で
す
）

（
基
礎
自
治
体
の
単
位
）　

市　

町　

村
（
該
当
す
る
も
の
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。）

（
人
口
、
面
積
）

【
Ｑ
２
】
そ
ち
ら
の
市
町
村
に
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
は
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
あ
る
（
団
体
数 

団
体
）

②
な
い

③
そ
の
他
（　
　
　
　
　

）

【
Ｑ
３
】
そ
ち
ら
の
市
町
村
で
は
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
団
体
は
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
あ
る
（
団
体
数 

団
体
） 

→
Ｑ
４
へ

②
な
い

③
そ
の
他
（　
　
　
　
　

）
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【
Ｑ
４
】
Ｑ
３
で
あ
る
と
回
答
さ
れ
た
市
町
村
へ
質
問
し
ま
す
。
そ
ち
ら
の
市
町
村
で
は
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
青
色
パ
ト
ロ
ー

ル
を
行
っ
て
い
る
方
々
に
、
消
防
団
員
と
重
複
さ
れ
て
い
る
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
に
○
を
し
て
く
だ

さ
い
。

①
大
勢
い
る 

→
Ｑ
５
へ

②
多
少
い
る 
→
Ｑ
５
へ

③
い
な
い

【
Ｑ
５
】
Ｑ
４
で
①
か
②
と
回
答
さ
れ
た
市
町
村
へ
質
問
し
ま
す
。
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
消

防
団
員
の
方
々
は
、
ど
の
よ
う
な
身
分
で
防
犯
活
動
へ
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
個
人
と
し
て
防
犯
活
動
へ
参
加
。
消
防
団
の
制
服
や
装
備
、
施
設
等
は
全
く
活
用
せ
ず
防
犯
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

②
個
人
と
し
て
防
犯
活
動
へ
参
加
。
消
防
団
の
制
服
や
装
備
、
施
設
等
を
活
用
し
て
防
犯
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

③
消
防
団
員
の
身
分
で
防
犯
活
動
へ
参
加

【
Ｑ
６
】
そ
ち
ら
の
市
町
村
で
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
方
々
の
中
で
、
元
消
防
団
員
の
方
は
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
消
防
団
自
体
が
運
営
主
体
で
あ
る
。

②
大
勢
い
る

③
多
少
い
る

④
い
な
い

【
Ｑ
７
】
警
察
庁
が
行
な
っ
て
い
る
「
地
域
安
全
安
心
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
事
業
で
、
自
主
防
犯
活
動
の
拠
点
と
し
て
、
そ
ち
ら
の
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市
町
村
で
は
ど
の
よ
う
な
施
設
を
活
用
し
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
に
す
べ
て
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
公
民
館

②
消
防
団
拠
点

③
空
き
家

④
空
き
店
舗

⑤
そ
の
他
（　
　
　
　
　

）

【
Ｑ
８
】
そ
ち
ら
の
市
町
村
で
は
、
消
防
団
や
消
防
本
部
と
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
と
の
何
ら
か
の
連
携
、
交

流
等
は
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
も
の
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
あ
る
（
内
容
）

②
な
い

【
Ｑ
９
】
消
防
団
や
消
防
本
部
と
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
と
の
何
ら
か
の
連
携
、
交
流
等
を
行
う
上
で
の
問
題

等
が
あ
っ
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。（
自
由
筆
記
）

【
Ｑ
10
】
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
へ
、
不
審
者
を
見
付
け
た
場
合
は
、
車
を
降
り
ず
警
察
へ
通
報
し
ろ
と
の
指
導
を
し
て
い
ま
す
か
。

①
し
て
い
る
。

②
し
て
い
な
い
。

【
Ｑ
11
】
そ
ち
ら
の
市
町
村
で
は
、
消
防
団
は
何
ら
か
の
防
犯
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
か
？

①
行
っ
て
い
る
（
内
容
）

②
行
っ
て
い
な
い
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③ 

そ
の
他
（　
　
　
　
　

）

【
Ｑ
12
】
担
当
者
の
方
が
知
る
範
囲
で
、
近
年
山
狩
り
に
消
防
団
も
協
力
し
た
事
例
が
あ
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
案
件
だ
っ
た
か

簡
単
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。（
自
由
筆
記
）

【
Ｑ
13
】
消
防
団
に
更
に
新
し
い
が
任
務
（
防
犯
活
動
等
）
を
担
わ
せ
る
こ
と
に
関
し
、
ど
う
考
え
ら
れ
る
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

最
も
該
当
す
る
選
択
肢
一
つ
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
賛
成
で
あ
る
（　
　
　
　
　

）

②
消
防
団
は
高
齢
化
、
組
織
率
の
低
下
等
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
他
の
仕
事
ま
で
行
な
わ
せ
る
の
は
荷
が
重
い
。（　
　
　

）

③
そ
の
他
（　
　
　
　
　

）

【
Ｑ
14
】（
消
防
団
は
と
も
か
く
）
防
犯
活
動
に
様
々
な
住
民
組
織
が
参
加
す
る
の
は
賛
成
で
す
か
。
最
も
該
当
す
る
選
択
肢
一
つ

に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
賛
成
（　
　
　
　
　

）

②
部
分
的
賛
成
（　
　
　
　
　

）

③
反
対
（　
　
　
　
　

）

④
そ
の
他
（　
　
　
　
　

）

【
Ｑ
15
】
そ
ち
ら
の
市
町
村
で
も
、
コ
ン
ビ
ニ
、
公
園
が
深
夜
青
少
年
の
溜
ま
り
場
と
な
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
か
。

①
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

②
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
解
決
し
た
。

③
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
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（
３
）
分
析

　

返
送
さ
れ
て
き
た
調
査
用
紙
の
デ
ー
タ
を
単
純
集
計
し
、
分
析
を
行
っ
た
。

①
防
犯
に
関
す
る
住
民
組
織
の
普
及
状
況

　
Ｑ
２
の
当
該
市
町
村
に
お
け
る
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
の
有
無
を
聞
い
た
質
問
に
対
し
て
は
、
図
表
１
の
よ
う
に
八
二
％
の

市
町
村
が
あ
る
と
回
答
し
た
。
防
犯
に
関
す
る
住
民
組
織
の
全
国
的
普
及
が
進
ん
で
い
る
現
状
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
Ｑ
３
の
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
団
体
の
有
無
に
関
し
て
も
、
図
表
２
の
よ
う
に
七
七
％
の
市
町
村
が
あ
る
と

回
答
し
て
い
る
。
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
の
全
国
的
普
及
と
と
も
に
、
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
団
体
も
全
国
的
に
増
え

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ある
82％

ない
15％

その他
3％

図表 1　防犯ボランティア組織の有無
　　　　（n=911）

その他
5％

ある
77％

ない
18％

図表２　青色パトロールを行っている団体の
　　　　有無（n=910）
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②
消
防
団
員
と
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
メ
ン
バ
ー
の
重
複
状
況

　

こ
の
様
に
、
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
の
活
動
が
全
国
的
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
状
況
下
で
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
と
長
年
に
わ
た
る
深
い
結
び
付
き
を
持
っ
た
住
民
防
災
組
織
で
あ
る
消
防
団
と
の
メ
ン
バ
ー
の
重
複
状
況
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
Ｑ
４
で
、
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
メ
ン
バ
ー
と
消
防
団
員
と
の
重
複
状
況
に
つ
い
て
質
問
を
行
っ
た
。
結
果
、

図
表
３
の
よ
う
に
五
七
％
の
市
町
村
に
お
い
て
大
勢
か
多
少
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
メ

ン
バ
ー
と
消
防
団
員
が
重
複
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

四
三
％
の
そ
の
他
は
、市
町
村
の
側
で
重
複
の
有
無
を
把
握
し
て
い
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
と
の
回
答
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

よ
っ
て
重
複
状
況
は
、
更
に
多
い
可
能
性
が
高
い
。

　

ま
た
そ
れ
ら
の
消
防
団
員
が
ど
の
よ
う
な
身
分
で
防
犯
活
動
へ
参
加

し
て
い
る
の
か
と
い
う
質
問
（
Ｑ
６
）
に
対
し
て
は
、
九
〇
％
の
市
町

村
で
消
防
団
員
と
し
て
で
は
な
く
個
人
と
し
て
参
加
し
て
い
る
と
の
こ

と
で
、
前
節
で
言
及
し
た
防
犯
活
動
を
行
う
場
合
は
個
人
の
身
分
で
と

い
う
消
防
庁
の
通
達
が
、
多
く
の
市
町
村
で
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。

　

し
か
し
一
方
、
個
人
の
身
分
で
参
加
と
は
い
う
も
の
の
団
の
制
服
や

装
備
を
活
用
し
参
加
し
て
い
る
消
防
団
員
が
い
る
市
町
村
が
三
％
ほ
ど

あ
り
、
更
に
消
防
団
員
の
身
分
で
参
加
し
て
い
る
団
員
が
い
る
市
町
村

大勢いる
5％

多少いる
52％

いない
43％

図表３　防犯ボランティアや青色パトロール
メンバーと消防団員との重複状況

（n=910）
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が
七
％
ほ
ど
存
在
し
て
い
る
（
図
表
４
）。

　

前
者
は
防
犯
活
動
に
参
加
す
る
場
合
は
、
消
防
団
の
制
服
着
用
は
認
め
な
い
と
い
う
消
防
庁
の
通
達
に
違
反
し
て
お
り
、
後
者

も
防
犯
活
動
中
の
死
傷
は
公
務
災
害
補
償
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
で
、
団
員
の
身
分
で
の
参
加
は
認
め
な
い
と
す
る
消
防
庁
の
通

達
に
完
全
に
反
し
て
い
る
。

　

で
は
現
役
で
は
な
く
、
消
防
団
員
Ｏ
Ｂ
と
の
重
複
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｑ
６
で
消
防
団
員
Ｏ
Ｂ

と
の
重
複
状
況
に
つ
い
て
、
質
問
を
行
っ
た
。
大
勢
い
る
、
多
少
は
い
る
を
合
わ
せ
て
七
〇
％
の
市
町
村
に
お
い
て
、
消
防
団
員

の
Ｏ
Ｂ
が
防
犯
活
動
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
図
表
５
）。

　

現
役
、
Ｏ
Ｂ
を
問
わ
ず
、
消
防
団
の
人
的
資
源
が
、
住
民
の
防
犯
活
動
と
も
重
複
し
活
用
さ
れ
て
い
る
実
態
が
見
え
て
く
る
。

中
に
は
、
消
防
団
が
住
民
の
防
犯
活
動
の
主
体
と
回
答
す
る
市
町
村
も
、
三
団
体
あ
っ
た
。

　

更
に
、
警
察
庁
が
行
な
っ
て
い
る
「
地
域
安
全
安
心
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
事
業
で
、
自
主
防
犯
活
動
の
拠
点
と
し
て
、
ど
の
よ
う

な
施
設
を
使
用
し
て
い
る
か
質
問
し
た
の
が
Ｑ
７
で
あ
る
。

　

最
も
多
い
の
が
そ
の
他
の
五
六
％
で
、
こ
の
内
訳
は
、
警
察
の
駐
在
所
や
消
防
署
、
町
会
長
宅
、
役
場
、
民
間
交
番
や
旧
交
番
、

地
域
安
全
セ
ン
タ
ー
等
と
種
々
様
々
で
あ
る
。
次
に
多
い
の
が
公
民
館
の
四
一
％
で
あ
る
。
一
方
、
消
防
団
の
拠
点
を
防
犯
活
動

の
拠
点
に
活
用
し
て
い
る
と
回
答
し
た
市
町
村
も
二
％
（
九
市
町
村
）
あ
る
。
無
論
、
消
防
庁
の
意
図
に
反
す
る
（
図
表
６
）。

　
Ｑ
８
で
は
、
消
防
団
や
消
防
本
部
と
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
と
の
何
ら
か
の
連
携
、
交
流
等
は
あ
る
か
を
質

問
し
た
。
図
表
７
と
よ
う
に
、
八
五
％
と
圧
倒
的
に
な
い
と
の
回
答
が
多
い
。

　

こ
れ
ら
の
質
問
に
対
す
る
回
答
か
ら
、
人
的
重
複
は
あ
る
も
の
の
連
携
ど
こ
ろ
か
、
ほ
と
ん
ど
組
織
的
交
流
の
な
い
状
況
が
み

え
て
く
る
。



消防組織（主に消防団）の防犯活動への活用可能性についての調査研究

115

制服や装備、 
施設等を活用

3％

個人として参加
90％

団員の身分で
参加
7％

大勢いる
7％

多少はいる
52％

いない
30％

消防団が主体
0％

図表４　団員はどのような身分で防犯活動
へ参加しているか（n=376）

図表５　消防団OBとの重複活動
　　　　（n=376）

公民館
41％その他

56％

消防団拠点
2％

空き家
0％空き店舗

1％

ある
14％

ない
86％

図表６　自主防犯活動の拠点としてどのよ
うな施設を利用しているか

　　　　（n=579）

図表７　消防団や消防本部との何ら
かの連携はあるのか

　　　　（n=885）
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し
か
し
、
あ
る
と
回
答
し
た
市
町
村
で
は
、
①
防
犯
協
会
に
、
消
防
団
幹
部
が
入
っ
た
り
、
②
消
防
団
と
防
犯
組
織
が
一
緒
に

パ
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
（
防
火
見
回
り
の
際
、
防
犯
組
織
の
夜
ま
わ
り
と
同
行
す
る
）
等
の
工
夫
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

（
Ｑ
８　

自
由
筆
記
）

　

・
防
犯
協
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
、
消
防
団
幹
部
が
入
っ
て
お
り
、
自
治
会
長
や
婦
人
会
と
連
携
し
て
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

　

・
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
。
住
民
の
安
全
・
安
心
を
守
る
と
い
う
目
的
を
同
じ
と
す
る
も
の
で
、
区
別
の
必
要
は
な
く
、
活
動
は
単

独
で
あ
っ
て
も
、
合
同
で
あ
っ
て
も
問
題
が
な
い
。（
消
防
団
員
の
身
分
で
防
犯
活
動
を
行
っ
て
い
る
町
）

　

・
消
防
団
員
が
防
犯
隊
員
を
兼
ね
て
い
る
。（
福
井
県
に
は
防
犯
隊
と
い
う
制
度
が
あ
る
。
後
述
）

　

本
件
に
関
し
、Ｑ
９
で
連
携
、
交
流
を
行
う
上
で
の
問
題
等
に
つ
い
て
自
由
筆
記
を
求
め
た
。
以
下
の
よ
う
な
意
見
が
あ
っ
た
。

　

・
交
流
以
前
に
減
少
傾
向
に
あ
る
消
防
団
員
の
募
集
が
先
で
あ
る
。

　

・
災
害
補
償
や
団
員
個
々
の
負
担
と
な
る
こ
と

　

・
出
動
の
多
さ
。

③
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
の
現
状

　

青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
導
入
の
動
き
が
、
全
国
に
拡
大
す
る
中
、
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
の
防
犯
へ
の
実
効
性
に
対
す
る
疑
問
の
意
見
を

時
折
耳
に
す
る
。
消
防
団
の
よ
う
に
、
公
務
災
害
補
償
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
市
町
村
の
側
も
活
動
中
の
死
傷
を
恐

れ
、
不
審
者
を
見
付
け
て
も
車
を
降
り
ず
警
察
へ
通
報
し
ろ
と
の
指
導
を
し
て
い
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。
Ｑ
10
で
そ
の
よ
う
な
指

導
を
し
て
い
る
か
を
、
市
町
村
に
対
し
質
問
し
た
。
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図
表
８
の
よ
う
に
、
六
七
％
の
市
町
村
が
そ
の
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
回

答
し
た
。
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
が
巡
回
し
て
い
る
だ
け
で
防
犯
効
果
は
あ
る
と

の
見
方
も
あ
る
が
、
問
題
は
防
犯
効
果
の
有
無
よ
り
も
、
危
険
を
伴
う
活
動

で
あ
り
な
が
ら
公
務
災
害
補
償
制
度
が
未
整
備
で
あ
る
点
で
あ
る
。
巡
回
中

の
事
故
に
よ
る
死
傷
も
あ
り
う
る
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

消
防
団
は
特
別
職
の
公
務
員
な
の
で
、
万
が
一
の
場
合
公
務
災
害
補
償
の

対
象
と
な
る
。
本
取
組
み
の
当
初
に
お
い
て
、
消
防
団
に
期
待
す
る
動
き
が

警
察
庁
の
方
に
あ
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
消
防
団
が
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動

を
行
え
ば
、
公
務
災
害
補
償
の
対
象
と
な
り
、
新
た
に
補
償
制
度
を
作
ら
な

く
て
済
む
と
の
期
待
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
消
防
庁
が
、
認
め
な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

④
消
防
団
の
防
犯
活
動

　

青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
や
、
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
含
め
、
消
防
団
の
防
犯
活
動
の
現
状
に
つ
い
て
、
更
に
質
問
し
た
の
が
Ｑ
11
、

12
、
13
で
あ
る
。

　

Ｑ
11
で
は
、
消
防
団
が
何
ら
か
の
防
犯
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
か
を
質
問
し
た
。
図
表
９
の
よ
う
に
、
行
な
っ
て
い
な
い
が

六
八
％
と
最
も
多
い
も
の
の
、
行
な
っ
て
い
る
と
の
回
答
を
し
た
市
町
村
も
二
五
％
存
在
し
た
。

　

現
状
で
も
、
何
ら
か
の
防
犯
活
動
を
消
防
団
が
行
っ
て
い
る
市
町
村
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
自
由
筆
記
を
見
る
と
分
か

る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
単
独
で
行
う
ケ
ー
ス
は
き
わ
め
て
稀
で
、
防
犯
団
体
と
行
動

している
67％

していない
33％

図表８　不審者を見付けても車を降り
るなとの指導をしているか

（n=730）
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を
共
に
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
際
の
消
防
団
の
名
目
は
、
夜
間
防
火
パ
ト

ロ
ー
ル
や
防
火
査
察
と
い
っ
た
本
来
業
務
を
名
目
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は

祭
事
や
歳
末
の
警
ら
パ
ト
ロ
ー
ル
の
よ
う
に
、
限
定
さ
れ
た
時
期
の
活
動
が

多
い
。

　

し
か
し
一
方
で
、消
防
団
が
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
自
治
体
や
、

そ
の
他
で
「
地
域
安
全
の
た
め
依
頼
が
あ
れ
ば
臨
機
応
変
対
応
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
」
と
い
っ
た
回
答
も
見
ら
れ
る
。

（
Ｑ
11　

自
由
筆
記
）

　

・
八
月
に
「
水
祭
り
」
と
「
花
火
大
会
」
を
行
っ
て
い
る
が
、
水
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
こ
と
で
、
消
防
団
に
も
協
力
し

て
も
ら
い
、
防
犯
警
備
を
行
っ
て
い
る
。

　

・
夜
間
防
火
パ
ト
ロ
ー
ル
の
際
、
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
を
兼
ね
て
実
施
し
て
い
る
。

　

・
防
犯
団
体
の
パ
ト
ロ
ー
ル
と
一
緒
に
防
火
査
察

　

・
村
の
防
犯
協
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
、
団
長
、
副
団
長
、
指
導
員
、
分
団
長
ま
で
が
含
ま
れ
、
年
間
計
画
に
沿
っ
て
活
動
を

し
て
い
る
。

　

・
町
内
会
ご
と
に
実
施
す
る
防
犯
診
断
（
戸
締
り
等
の
呼
び
か
け
）
に
協
力
。

　

・
防
犯
灯
故
障
か
所
の
見
回
り
。

行っている
25％

行っていない
68％

その他
7％

図表９　消防団が何らかの防犯活動を
行っているのか（n=730）
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・
不
審
者
等
の
通
報
。

　
Ｑ
12
で
は
、
例
外
事
項
と
し
て
長
年
消
防
団
が
行
な
っ
て
き
た
防
犯
活
動
で
あ
る
、
山
狩
り
等
の
事
例
を
自
由
筆
記
で
聞
い
た
。

　

・
昭
和
三
九
年
九
月
、
一
家
四
人
殺
傷
事
件
が
発
生
、
最
上
川
右
岸
の
山
を
警
察
と
共
に
逃
亡
し
た
容
疑
者
の
捜
索
活
動
に
あ

た
っ
た
。

　

・
行
方
不
明
者
の
捜
索
等
で
、
過
去
五
年
に
数
回
あ
っ
た
。

　

・
山
菜
と
り
、
キ
ノ
コ
と
り
に
山
に
入
っ
て
下
山
し
な
い
場
合
、
警
察
の
要
請
を
受
け
て
、
消
防
団
が
捜
索
を
行
う
。
年
に
数

回
の
ペ
ー
ス
で
発
生
し
て
い
る
。

　

・
平
場
に
お
い
て
、
痴
呆
老
人
の
行
方
不
明
捜
査
協
力
。

　

更
に
Ｑ
13
で
、
消
防
団
に
更
に
新
し
い
が
任
務
（
防
犯
活
動
等
）
を
担
わ

せ
る
こ
と
に
関
し
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
市
町
村
の
防
災
担
当
部
署
の

回
答
者
に
質
問
し
た
。

　

図
表
10
の
よ
う
に
、
六
三
％
の
回
答
者
が
消
防
団
の
高
齢
化
、
団
員
数
の

減
少
、
更
に
消
防
団
員
は
水
防
団
員
も
兼
務
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
新
し

い
任
務
は
消
防
団
に
と
っ
て
、
荷
が
重
い
と
の
回
答
を
し
て
い
る
。

荷が重い
63％

その他
26％

賛成
11％

図表10　消防団に更に新しい任務を担
わせることに対する賛否

　　　　（n=899）
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（
Ｑ
13　

自
由
筆
記
）

　

・
消
防
団
員
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
化
が
進
ん
で
い
る
た
め
、現
活
動
に
加
え
、

更
に
防
犯
活
動
を
行
う
の
は
負
担
と
な
る
。

　

・
消
防
団
に
関
連
し
た
行
事
に
付
随
す
る
防
犯
活
動
で
あ
れ
ば
賛
成
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
実
施
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

　

・
被
雇
用
者
の
割
合
が
高
い
こ
と
や
、
勤
務
体
制
の
多
様
化
で
、
他
の
業

務
ま
で
行
な
わ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
・
地
域
に
、
消
防
団
員
に
入
る
年
齢
層
の
人
数
そ
の
も
の
が
い
な
く
な
っ

て
い
る
。

　

・
そ
も
そ
も
消
防
の
任
務
で
は
な
い
。

　

・
現
状
で
も
大
き
な
負
担
が
あ
る
。
こ
れ
以
上
は
難
し
い
。

　

・
こ
れ
以
上
の
責
務
追
加
は
無
理
。

　

・
防
犯
隊
を
別
に
組
織
し
て
い
る
か
ら
必
要
な
し
。（
福
井
県
に
は
、
防
犯
隊
と
い
う
制
度
が
あ
る
。
後
述
）

⑤
そ
の
他

　

本
件
は
と
も
か
く
、
防
犯
活
動
に
様
々
な
住
民
組
織
が
参
加
す
る
こ
と
へ
の
賛
否
を
聞
い
た
の
が
、
Ｑ
14
で
あ
る
。

　

図
表
11
の
通
り
、
前
述
の
Ｑ
13
の
よ
う
な
各
論
で
は
な
く
、
総
論
に
関
し
て
は
部
分
的
賛
成
を
含
め
、
九
六
％
の
市
町
村
が
賛

成
と
答
え
て
い
る
。

反対
1％

その他
3％

賛成
75％

部分的賛成
21％

図表11　防犯活動に様々な住民組織が
参加することへの賛否

　　　　（n=901）
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（
Ｑ
14　

自
由
筆
記
）

　

賛
成

　

・
地
域
の
目
の
監
視
が
重
要
だ
と
思
う
。

　

・
防
犯
意
識
の
向
上
で
、
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
が
推
進
さ
れ
る
。

　

・
防
犯
活
動
は
日
常
生
活
の
中
で
で
き
る
た
め
。

　

・
地
区
の
お
祭
り
程
度
の
防
犯
活
動
に
限
定
し
て
賛
成
。

　

反
対

　

・
大
勢
い
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。　

・
確
保
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。

　

・
そ
れ
な
り
の
危
険
が
伴
う
の
で
反
対
。

　
Ｑ
15
は
、
住
民
の
防
犯
へ
の
取
組
み
強
化
の
背
景
に
青
少
年
の
非
行
が
あ
る

の
か
を
確
認
す
る
た
め
に
置
い
た
設
問
で
あ
る
。
全
国
的
に
み
る
と
、過
疎
化
、

高
齢
化
が
進
ん
だ
地
域
も
多
く
、
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
が
七
一
％
と
多
い
。

問
題
に
な
っ
て
い
た
が
解
決
済
み
を
合
わ
せ
る
と
七
四
％
と
な
る
。
都
市
部
固

有
の
問
題
の
よ
う
で
、
住
民
の
防
犯
へ
の
取
組
み
強
化
と
の
相
関
性
は
そ
れ
ほ

ど
な
い
（
図
表
12
）。

問題となっ
ていない
71％

解決済
3％

問題となっ
ている
26％

図表12　青少年の非行が問題となって
いるか（n=888）
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（
５
）
分
析
結
果
の
ま
と
め

　

以
上
、
分
析
の
結
果
を
ま
と
め
た
い
。
ほ
と
ん
ど
の
市
町
村
で
、
消
防
庁
の
通
達
は
、
遵
守
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
消
防
団

員
の
身
分
で
は
な
く
、
個
人
的
に
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
に
参
加
し
て
い
る
消
防
団
員
は
多
い
。
ま
た
消
防
団
員
Ｏ
Ｂ
の
参
加

率
も
高
い
。
消
防
団
が
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
の
人
的
資
源
の
供
給
源
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

現
役
の
消
防
団
に
関
し
て
は
、
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
組
織
に
参
加
す
る
場
合
は
、
公
務
災
害
補
償
の
関
係
等
か
ら
団
員
の
身

分
で
は
な
く
個
人
で
参
加
す
る
よ
う
、
消
防
庁
は
通
達
を
出
し
て
い
る
が
、
概
ね
遵
守
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
消
防
団
員
の
身

分
で
防
犯
活
動
を
行
な
わ
せ
て
い
る
市
町
村
も
、
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
す
る
。

　

消
防
団
が
行
な
う
防
犯
活
動
に
関
し
て
は
、
山
狩
り
以
外
行
な
っ
て
い
な
い
市
町
村
が
多
い
。
ま
た
行
な
っ
て
い
る
と
回
答
し

て
い
る
市
町
村
も
、
ほ
と
ん
ど
は
消
防
団
の
本
来
業
務
に
付
随
的
な
活
動
（
消
防
団
イ
ベ
ン
ト
の
防
犯
活
動
等
）
に
限
定
し
て
い

る
か
、
夜
間
防
火
パ
ト
ロ
ー
ル
等
の
本
来
業
務
実
施
時
に
、
防
犯
組
織
と
一
緒
に
行
動
す
る
等
の
工
夫
を
し
て
い
る
。
た
だ
一
部

例
外
的
に
、
上
記
の
通
り
消
防
団
員
が
防
犯
活
動
を
行
っ
て
い
る
市
町
村
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
、
消
防
団
と
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
の
人
的
重
複
は
あ
る
も
の
の
、
消
防
団
員
の
身
分
で
防
犯
活
動
を
行
っ
て
い

る
市
町
村
や
消
防
団
が
防
犯
活
動
を
行
っ
て
い
る
市
町
村
は
少
な
く
、
行
な
っ
て
い
て
も
本
来
業
務
に
付
随
的
な
防
犯
活
動
に
限

定
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
防
犯
組
織
と
一
緒
に
防
犯
活
動
を
行
う
か
た
ち
で
、
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
消
防
団
に
防
犯
活
動
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
多
く
の
市
町
村
が
否
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
消
防
団
が

防
犯
活
動
を
行
う
こ
と
自
体
に
反
対
と
い
う
よ
り
も
、
近
年
の
消
防
団
員
の
高
齢
化
や
団
員
数
の
減
少
傾
向
か
ら
み
て
、
新
た
な

任
務
の
追
加
は
、
現
実
的
に
不
可
能
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
消
防
団
は
と
も
か
く
、
何
ら
か
の
住
民
組
織
が
防
犯
活

動
に
参
加
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
前
向
き
な
意
見
が
多
か
っ
た
。
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三　

消
防
団
の
防
犯
活
動
へ
の
活
用
の
先
進
的
事
例

　

以
上
の
分
析
結
果
は
、
消
防
団
の
防
犯
活
動
へ
の
活
用
が
、
そ
う
容
易
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、

安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
へ
の
国
民
の
要
望
は
年
々
高
ま
っ
て
お
り
、
警
察
だ
け
で
は
そ
の
要
求
に
応
え
ら
れ
な

い
現
状
が
存
在
す
る
。
ま
た
先
の
分
析
結
果
か
ら
は
、
地
域
の
防
犯
活
動
を
す
る
人
材
は
、
消
防
団
員
と
ど
う
し
て
も
重
複
し
て

し
ま
う
と
い
う
地
域
の
実
情
も
見
え
て
く
る
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
消
防
団
を
防
犯
活
動
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
地
方
自
治
体
の
模
索
も
行
な
わ
れ
て

い
る
。

　

本
章
で
は
、
消
防
団
の
防
犯
活
動
へ
の
活
用
の
先
進
的
事
例
を
二
例
ほ
ど
概
観
し
た
い
。

　
（
１
）
旧
横
浜
市
安
全
管
理
局
の
事
例

　

旧
横
浜
市
安
全
管
理
局
の
事
例
は
、
き
わ
め
て
例
外
的
な
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。
消
防
団
で
は
な
く
、
常
備
消
防
の
消
防
本

部
が
前
中
田
市
政
で
防
犯
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

①
経
緯

　

平
成
一
八
年
四
月
、
中
田
市
長
（
当
時
）
の
強
い
意
向
で
、
神
奈
川
県
の
横
浜
市
消
防
局
が
、
改
編
さ
れ
安
全
管
理
局
に
名
称

変
更
し
た
。「
今
ま
で
消
防
は
、
火
事
に
対
す
る
対
応
や
救
急
車
に
対
す
る
対
応
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
市
民
の
安

全
を
も
っ
と
広
く
捉
え
て
活
動
し
て
も
ら
お
う
と
考
え
、
消
防
本
部
と
い
う
も
の
を
含
む
「
安
全
管
理
局
」」
と
い
う
も
の
を
立
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ち
上
げ
、
市
民
の
安
全
全
体
に
対
し
て
も
っ
と
も
っ
と
効
果

的
に
行
政
展
開
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す

（
（
（

。」
と
い
う

の
が
中
田
宏
横
浜
市
長
の
説
明
で
あ
る
。

　

横
浜
市
で
は
、
そ
れ
ま
で
は
他
市
町
村
と
同
様
に
、
防
災

担
当
部
局
と
消
防
部
局
が
別
々
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
が

「
安
全
管
理
局
」
が
す
べ
て
の
危
機
管
理
関
係
部
局
（
危
機

管
理
、
治
安
、
防
災
、
消
防
）
に
一
元
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
従
来
で
い
う
消
防
局
長
が
、安
全
管
理
局
長
と
し
て
、

危
機
管
理
全
般
を
統
括
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

な
お
消
防
組
織
法
は
、
必
置
規
制
で
各
市
町
村
に
必
ず
消

防
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
よ
っ
て
消
防

業
務
（
火
災
予
防
、
警
防
、
救
急
業
務
）
の
際
に
は
「
横
浜

市
消
防
本
部
」、
危
機
管
理
や
防
犯
に
関
わ
る
業
務
の
際
に

は
、
安
全
管
理
局
で
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

横
浜
市
の
動
き
は
、
事
実
上
消
防
が
危
機
管
理
、
防
災
、

治
安
部
局
を
一
元
化
す
る
と
い
う
方
向
性
の
現
象
で
あ
る
。

消
防
局
の
職
員
約
三
三
〇
〇
人
に
、
総
務
局
の
危
機
管
理
部

門
か
ら
約
三
〇
人
、
市
民
局
の
防
犯
部
門
か
ら
六
人
程
度
職

市長

副市長

危
機
管
理
監

危
機
管
理
室

予
防
部

安全管理局長

副局長
（危機管理
責任者）

地域安全支援課

安全管理局危機管理
担当理事（危機管理
統括責任者）

市長部局
（根拠→市の行政組織規則）

横浜消防
（根拠→消防組織法）

危機管理（消防を除く）対応の指示 安全管理局

図表 13　旧横浜市安全管理局の組織
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員
が
吸
収
さ
れ
た
（
（
（

。

　

し
か
し
、
平
成
二
二
年
新
市
長
の
新
体
制
の
下
で
、
横
浜
市
安
全
管
理
局
は
横
浜
市
消
防
局
に
ま
た
戻
さ
れ
た
。

②
問
題
点

　

こ
れ
は
地
方
自
治
体
の
危
機
管
理
体
制
の
一
元
化
と
い
う
視
点
か
ら
、
画
期
的
な
試
み
で
あ
っ
た
が
、
問
題
も
多
か
っ
た
。
特

に
横
浜
市
安
全
管
理
局
の
事
例
で
は
、
設
置
根
拠
が
異
な
る
組
織
が
安
全
管
理
局
の
中
に
二
つ
存
在
す
る
こ
と
と
な
り
、
組
織
法

制
度
上
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
を
残
す
。

　

つ
ま
り
、
市
の
行
政
組
織
規
則
が
根
拠
法
の
安
全
管
理
局
危
機
管
理
担
当
理
事
と
危
機
管
理
室
が
、
国
の
消
防
法
が
設
置
根
拠

の
横
浜
消
防
（
消
防
本
部
）
と
共
に
、
安
全
管
理
局
と
い
う
部
局
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
（
図
表
13
）。
ま
た
、
危
機
管

理
統
括
責
任
者
と
安
全
管
理
局
長
、
副
局
長
の
間
で
、
指
揮
系
統
の
一
元
化
が
あ
い
ま
い
な
の
で
、
有
事
の
際
、
ぐ
る
ぐ
る
と
ル
ー

プ
を
描
き
、
指
揮
系
統
が
混
乱
す
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
姫
路
市
の
危
機
管
理
組
織
も
、
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
年
）
改
編
が
あ
っ
た
。
横
浜
市
同
様
、
消
防
本
部
に
、

危
機
管
理
部
門
を
一
元
化
す
る
動
き
が
あ
る
が
、
横
浜
市
と
比
較
し
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
危
機
管
理
理
事

を
消
防
局
長
が
兼
任
す
る
こ
と
に
よ
り
、
組
織
法
制
度
上
の
問
題
も
生
じ
ず
、
指
揮
系
統
の
一
元
化
も
保
た
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
消
防
以
外
の
危
機
管
理
事
件
が
生
じ
た
場
合
は
、
姫
路
市
で
も
横
浜
市
で
も
、
一
度
消
防

の
情
報
が
一
元
化
さ
れ
、
危
機
管
理
室
か
ら
、
首
長
部
局
の
担
当
部
局
へ
指
示
が
い
く
形
と
な
る
。

　

ま
た
、
当
然
消
防
に
関
す
る
事
案
は
従
来
通
り
消
防
関
係
の
部
局
で
対
応
す
る
。
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③
旧
横
浜
市
安
全
管
理
局
時
代
に
お
け
る
消
防
本
部
、
消
防
団
の
防
犯
活
動

　

旧
横
浜
市
安
全
管
理
局
で
は
、
消
防
本
部
に
防
犯
担
当
部
局
が
一
元
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
一
七
年
度
か
ら
、
全
消

防
署
に
お
い
て
消
防
隊
に
よ
る
巡
回
警
備
を
小
学
校
の
登
下
校
時
に
実
施
し
て
い
た
。
そ
の
回
数
は
平
成
二
〇
年
度
で
、
年
間

一
四
〇
〇
〇
回
以
上
に
達
し
た
。

　

ま
た
夜
間
警
戒
で
も
、
事
実
上
の
治
安
対
策
と
し
て
の
見
回
り
を
行
っ
て
い
た
。

　

加
え
て
、
地
域
に
お
け
る
犯
罪
の
防
止
、
子
ど
も
の
見
守
り
、
青
少
年
の
問
題
行
動
の
防
止
を
目
的
と
し
て
、
警
備
会
社
に
よ

る
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の
巡
回
活
動
も
実
施
し
て
い
た
。

　

消
防
団
の
防
犯
活
動
を
前
提
と
し
、「
犯
罪
発
生
状
況
と
地
域
安
全
の
視
点
を
持
っ
た
巡
回
警
戒
・
広
報
の
実
施
に
つ
い
て
」

と
い
っ
た
内
容
の
研
修
も
行
な
わ
れ
た
。

　

消
防
団
員
と
い
う
扱
い
で
は
な
い
が
、
平
成
二
一
年
「
わ
ん
わ
ん
消
防
隊
」
と
い
う
犬
の
飼
い
主
よ
る
地
域
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
も

発
足
さ
せ
た
が
、
名
称
の
通
り
本
隊
は
防
犯
活
動
を
行
う
住
民
消
防
組
織
で
あ
る
。

　

隊
員
犬
の
任
務
は
、
散
歩
中
人
目
を
引
く
黄
色
の
隊
員
バ
ン
ダ
ナ
を
着
用
し
、
防
火
・
防
災
・
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
こ
と

で
あ
る
。
火
災
や
災
害
の
み
な
ら
ず
事
件
な
ど
を
目
撃
し
た
り
、
危
険
物
な
ど
を
見
つ
け
た
ら
、
飼
い
主
ら
が
消
防
や
警
察
な
ど

の
関
係
機
関
へ
通
報
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

旧
横
浜
市
安
全
管
理
局
時
代
の
こ
れ
ら
取
組
み
は
、
無
論
す
べ
て
消
防
庁
の
意
図
に
は
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
２
）
福
井
県
の
防
犯
隊
の
事
例

①
概
要
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福
井
県
に
は
、
防
犯
隊
と
い
う
制
度
が
あ
る
。
平
成
一
六
年
よ
り
各
市
町
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、「
福
井
県
安
全
で
安
心
な
ま

ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、
福
井
県
知
事
か
ら
市
町
安
全
安
心
セ
ン
タ
ー
と
し
て
指
定
を
受
け
て
お
り
、
福

井
県
防
犯
隊
連
合
会
に
は
、
約
一
七
隊
、
二
二
二
支
隊
、
三
六
六
六
人
が
加
入
し
、
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
や
行
方
不
明
者
の
捜
索
、

祭
礼
の
警
備
、
警
戒
な
ど
を
行
っ
て
い
る

（
（
（

。

　

防
犯
隊
の
定
義
は
、
福
井
県
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
第
七
条
の
二 

に
、「
市
町
の
条
例
ま
た
は
規

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
防
犯
に
関
す
る
活
動
を
行
う
も
の
を
い
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
個
々
の
市
町
の

条
例
ま
た
は
規
則
が
設
置
根
拠
と
な
る
、
防
犯
に
関
す
る
住
民
組
織
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
個
々
の
市
町
で
、
多
少
運
用

の
実
態
が
異
な
る
。

　

独
自
の
制
服
を
持
ち
、
県
の
警
察
学
校
で
研
修
を
受
け
る
。
ま
た
隊
員
に
対
し
て
は
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
が

報
酬
を
支
給
し
、
出
動
回
数
に
応
じ
て
手
当
を
支
給
し
て
い
る
。
県
主
導
で
、
き
わ
め
て
組
織
化
さ
れ
た
防
犯
住
民
組
織
で
あ
る
。

②
運
用
の
実
態

　

前
述
の
通
り
、
防
犯
隊
は
個
々
の
市
町
村
で
管
理
、
運
営
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
運
用
の
実
態
も
、
多
少
異
な
る
。

　

し
か
し
前
出
の
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
を
見
る
限
り
、
実
質
防
犯
隊
員
は
消
防
団
員
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
る
市
町
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
た
だ
し
隊
員
は
防
犯
隊
員
と
し
て
任
命
し
て
お
り
、
防
犯
活
動
は
防
犯
隊
員
の
身
分
で
行
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
万
が
一
活
動

中
に
死
傷
し
て
も
、
消
防
団
の
公
務
災
害
補
償
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。

　

ま
た
回
答
か
ら
は
出
動
が
多
く
、
消
防
団
員=

防
犯
隊
員
の
負
担
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
が
垣
間
見
え
る
。

　

・
出
動
が
多
い
。
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・
現
在
、（
防
犯
隊
の
仕
事
も
消
防
団
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
）防
犯
活
動
等
も
行
っ
て
い
る
が
、
任
務
が
重
複
す
る
こ
と
で
、

団
員
、
隊
員
の
負
担
が
大
き
く
な
り
、
生
活
の
支
障
に
な
る
こ
と
は
避
け
た
い
。

　
（
３
）
事
例
の
ま
と
め

　

本
節
で
は
、
消
防
組
織
が
防
犯
活
動
を
行
っ
て
い
る
事
例
と
し
て
、
き
わ
め
て
特
徴
的
な
横
浜
市
安
全
管
理
局
の
事
例
と
、
福

井
県
の
防
犯
隊
の
事
例
を
概
観
し
た
。

　

前
者
は
、
常
備
消
防
組
織
自
体
が
防
犯
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
、
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
た
だ
制
度
上
に
無
理
が
あ
っ

た
こ
と
及
び
、
消
防
職
員
の
士
気
が
極
め
て
下
が
っ
た
こ
と
、
消
防
庁
の
意
向
に
真
っ
向
か
ら
反
し
て
い
た
こ
と
等
か
ら
、
発
案

者
の
市
長
が
変
わ
る
と
同
時
に
元
の
消
防
局
に
戻
さ
れ
た
。
消
防
団
も
、防
犯
活
動
を
前
提
と
し
た
研
修
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、

活
動
を
消
防
活
動
に
限
定
す
る
方
向
に
状
況
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

　

一
方
、
福
井
県
の
防
犯
隊
は
、
消
防
団
員
が
防
犯
を
行
う
別
組
織
の
隊
員
に
身
分
を
変
え
、
防
犯
活
動
を
実
質
的
に
行
っ
て
い

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
団
員
の
負
担
が
増
え
る
こ
と
や
、
公
務
災
害
補
償
制
度
が
無
い
こ
と
等
の
問
題
は
あ
る
が
、
消

防
庁
の
意
向
に
は
反
し
な
い
。
消
防
団
員
を
防
犯
活
動
に
活
用
す
る
上
で
、
最
も
現
実
的
な
方
法
で
あ
る
。

　
　

四　

水
防
団

　

福
井
県
の
防
犯
隊
の
よ
う
に
、
団
員
の
身
分
を
別
組
織
の
メ
ン
バ
ー
へ
と
変
え
る
こ
と
で
、
消
防
活
動
と
は
異
な
る
活
動
を
行

わ
せ
て
い
る
先
例
は
、
実
は
す
で
に
あ
る
。
そ
れ
は
水
防
団
で
あ
る
。
水
防
団
員
は
消
防
団
員
が
兼
務
し
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
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ど
で
、
役
割
の
異
な
る
任
務
を
、
活
動
時
に
実
質
的
に
組
織
の
名
称
だ
け
変
更
し
、
消
防
団
が
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
、
仮
に
消
防
団
の
任
務
を
実
質
的
に
防
犯
活
動
に
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
考
え
る
の
な
ら
ば
、
参
考
に
す
べ
き
点

は
大
き
い
。

　

以
下
で
、
こ
の
活
動
内
容
の
異
な
る
任
務
を
水
防
団
と
組
織
名
称
だ
け
変
え
、
実
際
は
消
防
団
が
行
な
う
と
い
う
、
き
わ
め
て

異
例
な
事
態
が
生
じ
た
経
緯
と
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

　
（
１
）
水
防
団
と
は

　

前
述
の
通
り
、
水
防
団
は
消
防
団
が
兼
務
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
水
防
団
は
、
水
防
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る

水
防
に
関
す
る
防
災
組
織
で
あ
る
。
一
般
に
消
防
団
が
、
水
害
時
だ
け
水
防
団
と
し
て
出
動
す
る
。

　

消
防
団
と
水
防
団
の
名
称
を
使
い
分
け
る
の
は
、
設
置
根
拠
法
が
消
防
組
織
法
と
水
防
法
と
違
う
か
ら
で
あ
る
。
監
督
官
庁
も

総
務
省
消
防
庁
と
国
土
交
通
省
と
異
な
る
。

　
（
２
）
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
経
緯

　

昭
和
二
二
年
に
消
防
組
織
法
が
制
定
さ
れ
、
ま
た
翌
昭
和
二
三
年
に
消
防
法
が
成
立
し
、
消
防
関
係
の
法
整
備
が
行
な
わ
れ
る

中
で
、
当
初
水
防
も
消
防
の
任
務
と
さ
れ
、
両
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

戦
前
期
か
ら
終
戦
直
後
に
か
け
て
は
、
一
部
の
都
市
部
に
お
け
る
官
設
消
防
（
国
営
消
防
）
を
除
い
て
、
全
国
の
ほ
と
ん
ど
が

非
常
備
地
域
で
、
消
防
を
行
政
で
は
な
く
消
防
団
の
前
身
の
消
防
組
（
戦
時
中
は
警
防
団
）
が
行
な
っ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
消
防
組
織
は
、
水
防
も
行
っ
て
い
た
が
、
一
方
で
、
消
防
に
よ
ら
な
い
水
防
組
織
も
水
利
組
合
法
、
旧
河
川
法
に
基
づ



130

い
て
存
在
し
た
。
消
防
法
が
主
に
消
火
活
動
に
主
眼
を
お
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
消
防
法
と
は
別
に
水
防
法
を
制
定
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
い
う
意
見
が
有
力
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
水
防
に
関
す
る
組
織
と
し
て
は
消
防
組
織
以
外
に
、
都
道
府
県
の
水
害
予
防
組
合
、
市
町
村
等
の
水
防
具
や
水
防
団
、

地
域
住
民
に
よ
る
水
防
組
が
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
組
織
の
存
在
と
消
防
法
の
整
合
性
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
消
防
組
織

で
は
な
い
水
防
組
織
が
、
消
防
法
の
下
に
水
防
活
動
を
行
う
と
い
う
の
は
制
度
上
問
題
が
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
ま
で
長
年
に
わ
た

り
わ
が
国
の
水
防
に
貢
献
し
て
き
た
こ
れ
ら
組
織
を
無
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
も
乱
暴
な
話
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
昭
和
二
四
年
水
防
法
が
成
立
し
た
。
国
会
で
、
最
も
議
論
が
行
な
わ
れ
た
の
が
、
水
防
と
消
防
の
関
係
で
あ
っ
た
。

結
果
、
水
防
法
は
消
防
機
関
も
水
防
の
任
務
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
消
防
責
任
を
持
つ
市
町
村
と
は
別
に
、
水
防
責
任

者
と
し
て
水
防
管
理
組
合
を
設
け
水
防
団
を
設
置
で
き
る
と
し
た
。
よ
っ
て
消
防
機
関
も
水
防
に
関
し
て
は
、
水
防
管
理
組
合
の

統
制
の
下
活
動
し
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
た
。
ま
た
水
防
に
関
し
て
は
、
水
防
団
と
消
防
機
関
の
二
元
組
織
と
な
っ
た
。

　

従
来
か
ら
、
消
防
組
織
が
水
防
を
行
う
と
同
時
に
、
水
防
団
や
水
防
組
が
成
果
を
上
げ
て
き
て
い
る
こ
と
と
、
財
政
的
問
題
か

ら
二
元
組
織
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
現
在
で
も
、
水
防
だ
け
を
行
う
水
防
団
も
理
論
上
は
存
在
す
る
訳
で
あ
る
が
、
財
政
上
の
理
由
等
か
ら
そ
の
後
ほ
と
ん

ど
の
地
域
で
、
徐
々
に
水
防
組
織
は
消
防
団
に
収
斂
し
た
。
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
、
水
防
団=

消
防
団
と
い
う
体
制
が

確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
現
在
消
防
団
は
水
防
団
を
兼
務
し
、
水
害
の
際
出
動
す
る
時
は
水
防
団
と
し
て
出
動
し
水
防
活
動

を
実
施
す
る
。
制
服
は
消
防
団
の
制
服
を
そ
の
ま
ま
着
用
す
る
。
公
務
災
害
補
償
は
、
水
防
団
員
に
も
あ
る
が
、
消
防
団
の
公
務

災
害
補
償
で
は
な
く
、
水
防
団
独
自
の
公
務
災
害
補
償
制
度
が
水
防
法
第
四
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。
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（
３
）
消
防
団
の
防
犯
活
動
へ
の
示
唆

　

水
防
団
は
、消
防
団
員
が
身
分
を
変
え
、異
な
っ
た
活
動
を
す
る
と
い
う
点
で
、福
井
県
の
防
犯
隊
の
事
例
に
似
た
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
異
な
る
点
は
、
水
防
活
動
は
元
々
消
防
団
が
行
な
っ
て
い
た
活
動
で
、
消
防
法
で
も
制
定
当
初
は
消
防
組
織
が
行
な
う
べ

き
消
防
活
動
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
（
水
防
法
の
制
定
と
共
に
、
消
防
法
が
定
め
る
消
防
活
動
の
定
義
か
ら
は
水
防
活
動
は
除

外
さ
れ
た
）。

　

一
方
、
福
井
県
の
防
犯
隊
の
よ
う
に
、
消
防
団
員
に
事
実
上
防
犯
活
動
を
実
施
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
新
た
な
任
務
を
加
え
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
今
ま
で
や
っ
て
い
た
任
務
を
継
続
的
に
行
う
と
い
う
こ
と
と
は
経
緯
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

消
防
団
の
前
身
の
消
防
組
も
含
め
、
消
防
団
の
活
動
は
「
水
火
消
防
」
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
防
犯
活
動
を
行
っ
た
歴
史
は
な

い
。
唯
一
の
例
外
が
、
昭
和
一
四
年
に
「
警
防
団
令
」
を
根
拠
と
し
て
主
に
空
襲
或
い
は
災
害
か
ら
市
民
を
守
る
た
め
に
作
ら
れ

た
警
防
団
で
あ
る
。
消
防
団
の
前
身
の
消
防
組
も
、
警
防
団
に
昭
和
二
二
年
ま
で
吸
収
さ
れ
て
い
た
。
警
防
団
は
、
警
察
及
び
消

防
の
補
助
組
織
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
、
防
犯
活
動
も
行
っ
て
い
た
。

　

経
緯
が
異
な
る
の
で
、
水
防
団
よ
り
も
ハ
ー
ド
ル
は
高
く
な
る
が
、
仮
に
身
分
変
え
で
、
消
防
団
員
が
防
犯
活
動
を
行
う
防
犯

隊
の
よ
う
な
形
態
を
全
国
化
さ
せ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
都
道
府
県
を
巻
き
込
み
、
受
皿
整
備
を
行
い
、
更
に
水
防
団
の
よ
う
に
独

自
の
公
務
災
害
補
償
の
制
度
化
等
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
　

五
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
消
防
組
織
の
防
犯
活
動
へ
の
活
用
可
能
性
に
つ
い
て
、
分
析
及
び
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
最
後
に
ま
と
め
た
い
。
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ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
は
、
消
防
団
と
住
民
防
犯
組
織
の
間
で
メ
ン
バ
ー
の
重
複
が
か
な
り
あ
り
、
住
民
防
犯
組
織
も
消
防
団

に
人
的
資
源
の
依
存
を
し
て
い
る
現
状
が
見
え
て
き
た
。
一
方
、
市
町
村
の
防
犯
担
当
者
の
消
防
団
の
現
状
に
対
す
る
認
識
は
厳

し
く
、
防
犯
活
動
ま
で
任
務
に
加
え
る
の
は
無
理
と
の
意
見
が
多
か
っ
た
。

確
か
に
、
消
防
団
の
現
状
は
深
刻
で
、
団
員
数
の
減
少
、
団
員
の
高
齢
化
と
い
う
問
題
は
な
か
な
か
解
決
の
糸
先
が
見
え
な
い
。

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
消
防
団
に
防
犯
活
動
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
取
組
み
は
、
い
く
つ
か
の
地
方
自
治
体
で
行
わ
れ

て
い
る
。
特
に
、
福
井
県
の
防
犯
隊
は
、
示
唆
に
富
む
取
組
み
で
あ
る
。
消
防
団
と
防
犯
隊
は
別
組
織
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
消

防
団
員
が
防
犯
隊
員
で
あ
る
。
身
分
変
え
で
、
消
防
団
に
防
犯
活
動
も
行
な
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

同
様
の
形
態
は
、
水
防
団
の
先
例
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
消
防
団
員
は
水
防
団
員
を
兼
務
し
て
い
る
。
消
防
団
と
水
防

団
は
別
組
織
で
、
指
揮
命
令
権
者
も
異
な
る
。
公
務
災
害
補
償
制
度
も
分
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
消
防
団
員
が
水
防
活
動
で
死
傷

し
た
場
合
は
、
水
防
の
公
務
災
害
補
償
制
度
の
適
用
と
な
る
。

　

ち
な
み
に
日
本
と
歴
史
的
経
緯
か
ら
制
度
的
類
似
性
を
持
つ
台
湾
で
は
、
義
勇
消
防
団
と
防
犯
を
行
う
義
警
や
義
交
は
分
け
ら

れ
、
メ
ン
バ
ー
の
重
複
も
許
さ
れ
な
い
。
た
だ
消
防
団
活
動
は
多
様
で
、
異
な
る
活
動
を
行
う
組
織
が
義
勇
消
防
団
の
中
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
救
急
を
行
う
組
織
も
あ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
厳
し
い
消
防
団
の
現
状
が
あ
る
も
の
の
、
消
防
団
に
防
犯
活
動
を
行
わ
せ
る
最
も
現
実
的
な
手
段
は
、
福
井

県
の
防
犯
隊
の
よ
う
に
、
都
道
府
県
主
導
で
充
実
し
た
住
民
防
犯
組
織
の
整
備
を
行
い
、
身
分
変
え
で
実
質
消
防
団
員
が
住
民
防

犯
組
織
の
メ
ン
バ
ー
を
兼
ね
る
よ
う
な
形
態
が
望
ま
し
い
。

　

た
だ
現
実
的
に
は
、
消
防
団
の
現
状
か
ら
考
え
る
限
り
、
消
防
団
の
活
動
に
防
犯
活
動
を
新
た
に
加
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
消
防
団
に
防
犯
活
動
ま
で
期
待
す
る
よ
り
も
、
新
た
に
住
民
の
防
犯
組
織
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
の
方
が
、
地
域
の
防
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犯
力
の
強
化
の
視
点
か
ら
は
有
効
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
組
織
の
活
動
を
真
に
中
身
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、

防
犯
を
行
う
住
民
防
犯
組
織
メ
ン
バ
ー
を
対
象
と
し
た
独
自
の
公
務
災
害
補
償
制
度
の
確
立
が
早
急
の
課
題
で
あ
る
。

　

注
（
1
）　

消
防
団
員
と
は
、消
防
組
織
法
第
一
五
条
の
二
に
基
づ
き
消
防
団
に
置
か
れ
る
団
員
の
こ
と
を
指
す
。
消
防
団
長
も
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
。

消
防
団
員
に
も
地
域
に
よ
っ
て
は
、
常
勤
の
消
防
団
員
が
存
在
し
た
。
そ
の
場
合
一
般
職
の
地
方
公
務
員
と
な
り
、
地
方
公
務
員
法
の
適

用
を
受
け
る
（
常
備
化
の
拡
大
と
と
も
に
、
平
成
七
年
以
降
常
勤
の
消
防
団
員
は
居
な
く
な
っ
た
）。
一
方
非
常
備
の
消
防
団
員
は
、
特

別
職
の
地
方
公
務
員
な
の
で
地
方
公
務
員
法
の
適
用
を
受
け
な
い
。
消
防
団
員
の
報
酬
は
、
年
に
数
百
円
か
ら
数
万
円
程
度
で
あ
る
。
ま

た
出
動
手
当
と
し
て
出
動
一
回
当
た
り
数
百
円
か
ら
数
千
円
が
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
。

（
2
）　

タ
ウ
ン
ニ
ュ
ー
ス
横
浜
版
（
二
〇
〇
六
）
元
旦
号
引
用

（
3
）　

永
田
尚
三
「
平
成
版
国
防
体
制
整
備
の
中
で
の
消
防
・
防
災
行
政
の
中
・
長
期
的
な
課
題--

消
防
・
防
災
行
政
は
、
中
長
期
的
に
国
防
・

治
安
行
政
に
吸
収
さ
れ
る
の
か
」『
武
蔵
野
大
学
現
代
社
会
学
部
紀
要
』
二
〇
〇
八
、七
五
―
九
六
頁
。

（
4
）　

福
井
県
防
犯
協
会H

P　

http://w
w

w
.fukui-bouhan.com

/plan/plan.htm
l

（
5
）　

水
防
法
研
究
会
『
逐
条
解
説
水
防
法
』
二
〇
〇
五
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
七
―
二
一
頁
。
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て
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